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 第１章   背景・目的等  

 

１．背景と目的   

朝霞市の小中学校の施設（以下「学校施設」という。）の多くは、昭和 40(1965)年代後半から

50(1975)年代の児童生徒が急増した時期に建設されました。小中学校全 15校のうち築 40年以上

の学校施設が 5割を占め、経年による老朽化が進んでいます。これらは、今後一斉に改築時期を

迎えるため、財政面に大きな負担がかかることが考えられ、学校施設の老朽化対策が重要な課題

となっています。 

一方で、学校施設は児童生徒が学び生活する場や、地域住民の生涯学習などの活動の場として

だけでなく、災害時の避難所としての役割も果たすなど、多様化するニーズへの対応もまた今後

の課題となっています。 

本市ではこれまで、児童生徒や地域住民が安心して学校施設を使用できるよう、耐震補強工事

や非構造部材の耐震対策を行い、学校施設の安全対策を進めてきました。また、児童生徒が快適

に学校生活を送れるよう、普通教室へのエアコン設置やトイレ改修を行い、平成 30(2018)年度か

らは避難所となる小中学校の屋内運動場にエアコンと非常用発電設備の設置を行い、学校施設の

整備充実に努めています。 

今後は、改築周期の延長を視野に、学校施設の長寿命化を図って施設整備のコストを総合的に

抑制しつつ、安全・安心で持続的な教育環境を確保していくことを目的に、「朝霞市学校施設長寿

命化基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定します。 
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２．基本方針の位置付け  

国は、平成 25年 11月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、今後急速に老朽化すること

が予想されるインフラを対象に、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図る方向性を示しました。 

これを踏まえ、文部科学省は、平成 27 年 3 月に所管施設等の維持管理を着実に推進するため

の中長期的な取組の方向性について、「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し

ました。 

また、各地方公共団体においても、インフラ長寿命化基本計画に基づき、インフラの維持管理・

更新等を着実に推進するための中長期的な取組を明らかにする計画として、「インフラ長寿命化

計画（公共施設等総合管理計画）」を策定するとともに、個別施設毎の具体の対応方針を定める計

画として、「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することが求められています。 

本市では、平成 28年 3月に、公共施設の維持管理に関する基本的な考え方を示した「朝霞市公

共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。今後は、各施設の個

別具体的な維持管理に関する計画を、「（仮称）あさかＦＭアクションプラン」（以下「アクション

プラン」という。）として取りまとめる予定です。 

教育委員会では、学校施設の長寿命化を見据えた整備に関する基本的な考え方を示した「朝霞

市学校施設長寿命化基本方針」を策定し、改修・改築（以下「改修等」という。）の具体的な実施

時期は、社会状況や財政運営状況等を踏まえ、公共施設全体で検討を重ね、アクションプランで

示す予定です。基本方針及びアクションプランの内容を合せて、「朝霞市学校施設長寿命化計画」

（以下「長寿命化計画」という。）と位置付け、長寿命化計画に基づく施設整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 基本方針の位置付け 
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３．基本方針の構成と内容   

基本方針では、文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」及び同解説書※１に基づき、

学校施設の構造躯体の強度及び構造躯体以外の劣化状況を調査し、各学校の改修等の優先順位や

長寿命化を見据えた改修計画の検討及びコスト試算を行います。また、安全・安心で快適な教育環境の

整備充実を図り、地域とともにある学校づくりを進めるため、改修・改築時にどのような施設整備を行うか

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 基本方針の構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」平成 27年 4月、文部科学省 

   「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」平成 29年 3月、文部科学省 
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４．基本方針の期間 

基本方針の期間は、総合計画の計画期間に合わせ、令和 3(2021)年度から令和 47(2065)年度まで

の 45年間(全 5期)とし、第 1期は 5年間、第 2～5期は各 10年間とします。 

また、各期間の中間年度に、改修等の進捗状況により見直しを行うことを基本とします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針の期間 

第 1期（5年間） ： 令和 3(2021)年度 ～ 令和 7(2025)年度 

   第 2期（10年間）   令和 8(2026)年度 ～ 令和 17(2035)年度 

   第 3期（10年間）   令和 18(2036)年度 ～ 令和 27(2045)年度 

   第 4期（10年間）   令和 28(2046)年度 ～ 令和 37(2055)年度 

   第 5期（10年間）   令和 38(2056)年度 ～ 令和 47(2065)年度 
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５．対象施設 

基本方針で対象とする学校施設は、校舎、屋内運動場（体育館、武道場）及びプール施設とし

ます。また、第四小学校及び第五小学校の自校給食施設（給食調理設備を除く）並びに第四小学

校、第五小学校及び第十小学校の校舎内にある放課後児童クラブは、校舎と一体の改修等が想定

されるため、基本方針の対象施設とします。なお、屋外トイレは対象外としますが、古い和式便

器のみの屋外トイレは、バリアフリー化や避難所としての施設整備の観点から、校舎や体育館の

改修等に合わせて整備の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 小・中学校配置図 

資料 朝霞市小・中学校通学区域図を基に作成 
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 第 2章   学校施設の実態  

 

本章では、学校施設の整備状況や児童生徒数等の推移、また、本市の財政状況の傾向や学校施

設関連経費の推移など、学校施設を取り巻く現状について把握するとともに、老朽化状況の実態

を明らかにします。 

 

１．学校施設の現状   

（１）学校施設の整備状況 

本市の学校施設は半数が築 40 年以上経過し、経年による老朽化が進んでいる状況です。昭和

56 年以前の旧耐震基準※2による学校施設は、平成 11～20 年度に耐震化が完了していますが、屋

上や外壁の改修や上下水道配管・設備機器の更新等は、不具合の改修など部分的な対応に留まっ

ています。 

第一小学校、第二小学校、第三小学校及び第二中学校の 4 校では築 50 年が経過した校舎もあ

り、経年により老朽化した学校施設への対応が重要な課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 対象施設の築年別整備状況 

 

 

※2 旧耐震基準とは、建築物の設計において適用される構造基準で、昭和 56年(1981年)5月 31日までの建築確認

において適用されていた基準のこと。また、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」という。 
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表 2-1 対象施設の構造等一覧 
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（２）児童生徒数及び学級数の推移 

本市の人口推移を図 2-2に示します。 

本市は、市域面積 18.34ｋ㎡、人口 14万 1,677千人（令和元年 12月 1日現在）で、東京都心

まで 20㎞圏内にあるため都心への通勤の利便性が高く、また、子育て世代の割合が高いことが特

徴です。駅周辺での集合住宅の建設や、市街化区域に編入された地域や農地の宅地開発が進んで

いるため、本市の人口は微増傾向が続くものと推計されています。推計によると、人口は令和 27

年度（2045年度）まで増加し、15万人を超えるものと見込まれています。 

次に、本市の児童生徒数・学級数の推移と将来推計を図 2-3から図 2-5に示します。 

児童生徒数は昭和 54 年（1979 年）の第 2 次ベビーブーム期に最も多く、その後減少した時期

があったものの、現在は微増傾向の見込みです。学校別では、小学校は、第三小学校、第六小学

校、第八小学校及び第十小学校の 4校、中学校では、第二中学校及び第四中学校の 2校で微増と

なっています。 

一方、学級数の推移ですが、本市の小学校では 1学年と 2学年で 35人学級編成を取り入れてお

り、また、中学校では自由選択制による学区以外への通学や、国立・私立中学校への進学等もみ

られるため、学級数の推移は人口推計や児童生徒数の推計と必ずしも一致せず、小中学校全体で

は横ばいとなっています。 

 

 

 
 

図 2-2 朝霞市の人口推移 

 

 

  

90,088

94,431

103,617

110,789

119,712
124,393

129,691

136,299
141,433

145,171
147,964 149,832 150,827 151,171 150,951 149,951 148,063

145,593

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

S55

（1980）

S60

（1985）

H2

（1990）

H7

（1995）

H12

（2000）

H17

（2005）

H22

（2010）

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

R47

(2065)

人
口(

人)

実績値 推計値
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を条件に試算した値を示す。
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図 2-3 児童生徒数・学級数の推移と将来推計 
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図 2-4 児童数・学級数の推移と将来推計（小学校） 
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（学級）（人） 第七小学校

令和2年度以降は推計値
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（学級）（人） 第八小学校
令和2年度以降は推計値
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（学級）（人） 第一小学校

令和2年度以降は推計値

和暦(年)

出典）学校基本調査（昭和44(1969)～平成31(2019)年度）、毎年度5月1日調査。

注1）児童及び生徒数・学級数の値については、令和元(2019)年度までは特別支援学級を含む実測値、令和2(2020)年度以降は特別支援

学級を除いた推計値を示す。

注2）学級数は推計した児童数を基に1,2年生は1学級35人、3年生以降は1学級40人で算出している。

児童数 学級数
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図 2-5 生徒数・学級数の推移と将来推計（中学校）  
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（３）施設関連経費の把握 

ア．財政状況の傾向 

本市の歳入における主要な財源である市税収入は、近年微増で推移しています。しかし、将

来の人口推計では、令和 12(2030)年頃から生産年齢人口の減少が予測されており、それに伴い

市税収入の伸びが見込めないと予想されます。 

一方、歳出は扶助費（社会保障費）が増加傾向にあり、歳出全体に占める割合は年々増加し

ています。市税収入の伸びが見込めない中で、扶助費の増大という厳しい財政運営状況により、

今後さらに普通建設事業費などの確保が難しくなると見込まれるため、学校の施設整備にかか

るコストについても縮減していく必要があります。 

イ．施設関連経費の推移 

過去 5 年間の学校施設における施設関連経費は、約 3.64 億円～5.79 億円で、5 年間の平均

は 4.31億円となります。そのうち、光熱水費や施設運営に係る委託費等の経常的にかかる費用

（施設管理費）は、5年間の平均で約 3.15億円と、施設関連経費の約７割を占めています。 

 

 

図 2-6 施設関連経費の推移と内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 施設関連経費の平均(5年間)  
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２．学校施設の老朽化状況の実態   

学校施設が今後どの程度の期間を使い続けることができるのか、改修の方針や時期等を検討する

ため、建物の劣化状況を調査しました。調査は学校施設台帳で管理する棟ごとに、「構造躯体の健

全性調査」と、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の「構造躯体以外の劣化状況

調査」に分けて行いました。 

 

 

図 2-7 建物の劣化状況調査フロー  
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（１）構造躯体の健全性の把握 

基本方針では、過去に実施した耐震診断時の調査データを用いて長寿命化の判定を行います。 

 判定は次の方法によって行い、判定結果を表 2-3及び表 2-4に示します。 

 

 

ア．耐震基準による判定 

  新耐震基準による学校施設は、「長寿命化」対象施設と判定します。 

イ．構造体の強度等による判定 

旧耐震基準による学校施設で耐震診断により耐震性がないと判定された校舎・体育館は全て耐 

震補強が完了しています。 

これらの施設のうち、鉄筋コンクリート造の建物は、耐震診断時のコンクリート圧縮強度※3に

より判定し、コンクリート圧縮強度が「13.5Ｎ/㎟」を上回るものを「長寿命化」対象施設としま

す。 

また、鉄骨造の建物は、築年数が 40年未満のものを「長寿命化」対象施設と判定します。 

「長寿命化」対象施設ではない施設は、全て「改築」として試算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※3 コンクリートの圧縮強度とは、圧縮力を受けて破壊するときの最大強さを表した値で、コンクリートの品質規

定の 1つ。 

 

長寿命化の可否の判定方法 
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表 2-3 構造躯体の健全性の評価結果（小学校） 
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表 2-4 構造躯体の健全性の評価結果（中学校） 
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（２）構造躯体以外の劣化状況の評価 

学校施設の屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備の各部位ごとの劣化状況の調

査を目視調査を主体として行いました。調査にあたっては、目視では確認できない学校施設の日

常的な不具合について事前にヒアリングを実施し、また、学期毎に行っている点検の内容を確認

の上、調査を実施しました。 

劣化状況の評価は、目視調査によるほか、過去の改修履歴及び改修からの経過年数を加味して

総合的に行います。 

  

ア．各部位の主な調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根・屋上  

・最上階の天井に雨漏りがないか。雨漏りが原因と思われるシミ、カビがないか。 

・屋上防水に、膨れ、剥がれ、破れ、穴開きがないか。 

・金属屋根に、錆、損傷、腐食がないか。 

外壁  

・コンクリートが剥落し、鉄筋が露出している箇所はないか。 

・室内側に雨漏りと思われるシミ垂れ、塗装の剥がれがないか。 

・外装材（モルタル・タイル・吹き付け材などの仕上げ材）に、亀裂、浮き、剥離、ひび割

れ及び破損がないか。 

・建具枠、蝶番などの腐食、変形、ぐらつきがないか。 

・窓枠と外壁との隙間に施されているシーリング材に硬化、切れ、剥がれがないか。 

内部仕上げ  

・床、壁、天井にコンクリートの亀裂、ボード類の浮き、損傷がないか。 

・天井ボードの落下や床シートの剥がれなどにより安全性が損なわれているところがない

か。 

電気設備・機械設備  

・機器や架台に錆、損傷、腐食がないか。 

・漏水、漏油がないか。 

・使用水に赤水、異臭がないか。 

・機器から異音はしていないか。 
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イ．評価方法 

屋根・屋上、外壁、内部仕上げは、目視調査を行い、また、電気設備・機械設備は、目視だ

けでは劣化の状況が判断できないため、設置や改修してからの経過年数を用いて、それぞれ表

2-5の評価基準に基づき評価します。 

評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 4段階で行い、部位の評価点とコスト配分から部位ごとに健全度

を算定します（図 2-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 各部位の評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 部位の評価に基づく健全度の算出方法 

 

 

ウ．劣化状況の評価 

  各学校施設における構造躯体以外の各部位の評価及び健全度は、表 2-6及び表 2-7のとおり

です。屋根・屋上、外壁、内部仕上げは、広範囲に劣化（Ｃ評価）が多いことが確認されまし

た。また、電気設備・機械設備は、設置や改修してからの経過年数が 20年から 40年（Ｂ評価）

のものが多いことがわかりました。 
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表 2-6 構造躯体以外の劣化状況の評価結果（小学校）  
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表 2-7 構造躯体以外の劣化状況の評価結果（中学校） 
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（３）学校施設の老朽化状況の総評 

 

 

  第二中学校の校舎棟（棟番号 011-0）以外の全ての校舎は、既存の調査資料から「長寿命化」対

象施設として判定されました。 

 一方で、屋内運動場は、築 40年を経過（コスト試算上「改築」）する施設が多いことがわかり

ました。 

 

 

構造躯体以外（屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備）の劣化状況については、 

  屋根・屋上、外壁及び内部仕上げでＣ評価（広範囲に劣化）が多く、早期に計画的な改修が必要

な状況です。また、電気設備、機械設備では、設置や改修からの経過年数が 20年から 40年のも

のが多く、設備ごとの標準耐用年数を踏まえて改修・更新周期を検討し、計画的に改修・更新を

行うことが必要です。 

 

  

  今回の調査の結果、屋根・屋上、外壁、内部仕上げについては、広範囲に劣化がみられ、安全 

面や機能面において早急に対応が必要な部位も確認されました。 

  特に、屋上や外壁の劣化は構造躯体に直接影響を及ぼし、学校施設の劣化の対処は不具合が現 

れてから行うことが多く、事後保全的で部分的な改修にとどまっている状況です。 

今後は、計画的に改修を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造躯体の健全性評価 

構造躯体以外の健全性評価 

総 評 
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表 2-8 学校施設の老朽化状況の結果一覧 
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 第 3章   学校施設の目指すべき姿と課題  

 

第 2章では、学校施設の整備状況や児童生徒数の推移、学校施設の維持管理にかかる経費等に

ついて把握するとともに、学校施設の老朽化の状況について目視調査を行い評価しました。それ

を踏まえ、本章では学校施設の目指すべき姿を定め、それを実現するための課題を整理します。 

 

１．学校施設の目指すべき姿   

本市では、「朝霞市教育振興基本計画（平成 25年 3月）」において、「21世紀を心豊かに生きる力

をはぐくむ 朝霞の教育」を基本理念として掲げ、児童生徒の安心・安全の確保、快適な教育環境

の整備充実を図ることに加え、学校・家庭・地域が連携し、地域とともにある学校づくりを進めて

いくこととしています。 

基本方針では、3つの目指すべき姿を設定し、学校施設整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

安全性に配慮した施設整備 

生活環境の質的向上 

児童生徒の学習及び生活の場として、安心して学校生活が過ごせるよう、学校施設の

安全性や防犯性に配慮した施設整備を進めます。また、教職員の働く場として良好な環

境を確保するとともに、学校を利用する誰もが使いやすい施設整備を進めます。 

目指すべき姿 １) 安全で快適な空間であること  

 

 

教育環境の充実 

近年の教育内容・教育方法の変化に対応できる柔軟な環境整備に取り組み、質の高い

教育を支える教育環境の整備充実を図ります。 

目指すべき姿 ２) 豊かで健やかに育つ環境であること 

 

 

地域連携及び地域防災の拠点としての施設整備 

地域のコミュニティ、生涯学習の場として活用されるよう、地域に開かれた施設整備

や、防災拠点としての機能強化、将来的な施設の複合化や共有化等に配慮します。 

目指すべき姿 ３) 地域の拠点として活用されること 
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２．学校施設の課題  

 

 

校舎や体育館の屋根・屋上や外壁の劣化は、構造躯体そのものの劣化につながり、雨漏りや外壁

仕上げ材の剥落等、施設の安全面に大きな影響を及ぼします。 

 学校施設の長寿命化を見据えた計画的な大規模改修の実施はもとより、施設の安全性を確保する

ために劣化が著しい部位の改修が早期に求められます。 

 

 

児童生徒や学校関係者だけではなく、地域住民など学校を利用する誰もが使いやすい施設の整備

を進める必要があります。 

（１）バリアフリー化 

  乗用エレベーターや多目的トイレの整備、通路の段差解消等、施設全体でのバリアフリー化を 

図ることが必要です。 

（２）内部仕上げのリニューアル 

  床や壁、天井等の内部仕上げは、全体的な改修が行われておらず、汚れが目立ち暗く劣化が進 

んでいるため、木質化等により明るく快適な環境の整備を進めることが必要です。 

 

 

 ICT 環境の整備充実など情報化への対応、少人数指導やインクルーシブ教育等、多様化する学習

形態に柔軟に対応できる学習環境を整えることが必要です。 

 

 

 地域コミュニティなど様々な活動の場として、また、災害時の防災拠点として、地域のニーズに

対応できる施設整備を図ることが必要です。 

 

 

[課題１] 老朽化への対応 

[課題２] 環境向上に向けた取組 

[課題３] 多様な学習内容・学習形態への対応 

[課題４] 地域の拠点としての施設整備 


